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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明な有機重合体からなるコア部の周囲を、少なくとも１層以上のクラッド部で覆った
、柔軟可撓性を有するシート状光伝送体の製造方法であって、
コア部の材料のＭＦＲが、クラッド部の材料のＭＦＲよりも小さい条件において、スリッ
ト状吐出口を有するダイを用いた溶融押出成形により製造することを特徴とする、下記条
件を満たす、シート状光伝送体の製造方法。
該シート状光伝送体のシート幅をＬ（ｍｍ）、シート厚さをｄ（ｍｍ）としたとき一般式
（１）、
５≦Ｌ／ｄ≦４００００、０．０５≦ｄ≦１．０　（１）
の範囲にあり、さらに該シート状光伝送体のクラッド部の厚さをｂ（ｍｍ）としたとき、
一般式（２）（３）、
ｂ≦ｄ／２－０．０１　（２）
０．０５≦ｄ≦１．０、０．００２≦ｂ≦０．２５　（３）
【請求項２】
　前記シート状光伝送体の左右両側端にクラッド層から形成される側縁部分を有し、前記
側縁部分の厚さをｃ（ｍｍ）とするとき、０．５≦ｃであることを特徴とする請求項１に
記載のシート状光伝送体の製造方法。
【請求項３】
　前記シート状光伝送体の左右両側端部のクラッド層から形成される側縁部分の幅をｃ（
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ｍｍ）とするとき、０．００２≦ｃ＜０．５であることを特徴とする請求項１に記載のシ
ート状光伝送体の製造方法。
【請求項４】
　さらに、前記シート状光伝送体の左右両側端部のクラッド層から形成される側縁部分の
外周に、遮光被覆層を設けることを特徴とする請求項２または３に記載のシート状光伝送
体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スリット状吐出口を有するダイを用いて溶融押出成形により得られた、透明
な有機重合体からなるコア部の周囲をクラッド部で覆った、柔軟可撓性を有するシート状
光伝送体、及び該シート状光伝送体の少なくとも一端に光学的に接続した光源装置とから
なるシート状光伝送体を備えた照光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチック光伝送体は、端面加工や取り扱いが容易であり、安価で軽量、大口径が得
られる等の利点を有することから、照明用途やセンサー用途、通信用途で利用されている
。特に、プラスチック光伝送体は電気や熱を通さない特徴があり、装置としては光源装置
のみがあればよく施工が容易であるという点から、近年は照明用途において、よく使用さ
れてきている。
【０００３】
　最近では、照明用プラスチック光伝送体の中でも、シートや紙のピンホール検出のよう
にライン状に照光したり、又はパソコンのディスプレイやキーボード、携帯電話の画面、
液晶パネル、タッチ式コントロールパネルのバックライトのように平面状に照光したりす
るために、広範囲を照光することが可能で、しかも柔軟可撓性を有するような照明媒体に
対する要望が高まっている。
【０００４】
　このようなシート形状の光伝送体や照明体、及びその製造方法に関して、これまでにも
多くの提案が行われている。
【０００５】
　たとえば、特許文献１には、１枚のシート状の導光材料（例えば透明アクリル板）を加
工した光ガイドを用いた光検出装置が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２および４には、コア－クラッド構造を有するプラスチック光ファイバ
（ＰＯＦ）に被覆を施して成る光ファイバ心線を複数並列に並べ、さらにこれら複数の光
ファイバ心線に一括して反応性シリコーン系硬化樹脂からなる保護被覆を施してなるテー
プ型光ファイバ心線が提案されている。
【０００７】
　さらに特許文献３には、複数本のＰＯＦを密着並列状態で熱圧着してなるシート状ＰＯ
Ｆが提案されている。
【０００８】
　特許文献５には、平面状の光を透過する透過材の側面から、発光ダイオード（ＬＥＤ）
の光を投入した平面発光型の照明器具が提案されている。
【０００９】
　特許文献６および７には、コア部となるアクリル樹脂シートなどに、透明樹脂ビーズを
有機溶媒に溶かした塗布液を塗布（ディップコート法）してクラッド部を形成したシート
型光導路が提案されている。
【特許文献１】特開昭６３－２３６０２５号公報
【特許文献２】特開平６－２０１９５７号公報
【特許文献３】特開平６－３１７７１６号公報
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【特許文献４】特開２０００－１２１８９８号公報
【特許文献５】特開２００４－１８６１２４号公報
【特許文献６】特開２００５－３４０１６０号公報
【特許文献７】特開２００５－３００６７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１に記載されている光ガイドの導光部はコア部のみから構成され、空
気層をクラッドとするものであるが、このタイプの光ガイドでは、光ガイドの側面に傷が
つくと、その部分から光が洩れてしまったり、実際は伝送光がコア部から外にしみだして
しまうため、光を伝送できる距離が非常に短かく、照明用途に展開することは困難である
。
【００１１】
　また、特許文献２、３、および４に記載されているシート状ＰＯＦでは、予め作製して
おいたＰＯＦ素線を、さらに束ねてシート形状にする工程が必要であり加工工数が多くな
るという問題がある。さらに、一本一本のＰＯＦ素線がクラッドで区切られているため、
シート全体を均一に照らすためには、全てのＰＯＦ素線に均一に光を入射する必要があり
、そのために部品点数、加工工数が多くなること、さらにＰＯＦ素線を並べているためコ
ア部の面積が小さくなり受光量が低下するという問題がある。
【００１２】
　特許文献５に記載されている平面発光体を構成する部材としてガラスのみが記載されて
おり、柔軟可撓性を有するものではない。また、クラッドの機能を担う反射面を形成する
ために、後工程で鏡面加工が必要となるため、工数が増えるという問題がある。
【００１３】
　特許文献６、７に記載されているディップコート法で製造したシート型光導路は、クラ
ッドの厚みを均一に制御することが困難であることや、クラッドの塗布液に用いている有
機溶媒にコアの材料が溶解する場合があるという問題がある。そのため、照明用途として
用いた時に光量斑が生じたり、光伝送性能が不十分であったりして、シート厚さが薄いシ
ート型光導路の製造に適用することは困難であった。またディップコート法では、塗布・
乾燥・硬化処理が必要であり加工工数が多くなるという問題がある。
【００１４】
　本発明の目的は、柔軟可撓性を有し、照射光量と均一漏光性に優れ、さらに安価に製造
することが可能なシート状光伝送体、及び該シート状光伝送体を備えた端面漏光型照光装
置、側面漏光型照光装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題に鑑みて鋭意検討を行った結果、スリット状吐出口を有するダ
イを用いた溶融押出成形により得られたシート状光伝送体において、上記問題点が解決す
ることを見出した。
【００１６】
　すなわち、本発明は、透明な有機重合体からなるコア部の周囲を、少なくとも１層以上
のクラッド部で覆った、柔軟可撓性を有するシート状光伝送体であって、該シート状光伝
送体はスリット状吐出口を有するダイを用いた溶融押出成形により得られることを特徴と
し、該シート状光伝送体のシート幅をＬ（ｍｍ）、シート厚さをｄ（ｍｍ）としたとき一
般式（１）、
５≦Ｌ／ｄ≦４００００、０．０５≦ｄ≦１．０　　　 （１）
の範囲にあり、さらに該シート状光伝送体のクラッド部の厚さをｂ（ｍｍ）としたとき、
一般式（２）（３）、
ｂ≦ｄ／２－０．０１　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
０．０５≦ｄ≦１．０、０．００２≦ｂ≦０．２５　　　（３）
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の範囲にある事を特徴とするシート状光伝送体、に関する。
【００１７】
　また、本発明は、シート状光伝送体と、該シート状光伝送体の片端面に光学的に接続し
た光源装置からなり、前記光源装置から前記シート状光伝送体に入射した光が、シート状
光伝送体の光源装置が接続されている前記片端面の反対側の端面より漏光することを特徴
とした端面漏光型照光装置、に関する。
【００１８】
　さらに本発明は、シート状光伝送体の左右両側面のクラッド部表面の一部を粗面化処理
するか、またはクラッド部の除去を行ったシート状光伝送体および、該シート状光伝送体
の少なくとも一端に光学的に接続した光源装置からなり、前記光源装置から入射した光が
、前期シート状光伝送体の粗面化処理されたまたはクラッド部の除去を行った左右両側面
部から漏光することを特徴とした側面漏光型照光装置、に関する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のシート状光伝送体は、安価に製造することが可能であり、しかも柔軟可撓性を
有し、透光性に優れているという特徴がある。さらに同シート状光伝送体を備えた照光装
置は、照射光量が大きく、漏光が均一であることに加え、装置の小型軽量性を図ることが
可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明のシート状光伝送体は、スリット状吐出口を有するダイを用いて、透明な有機重
合体からなるコア部の周囲を、少なくとも１層以上のクラッド部を覆いながら溶融押出成
形して得られることを特徴とする。
【００２１】
　上記のスリット状吐出口を有するダイについては、特に限定されるものではないが、透
明な芯材の周囲を１種類以上の鞘材で覆う層構造を形成した後、スリット状吐出口に向か
って流路断面形状が徐々に変形する拡幅部を有し、層構造を保持した状態で所定の幅と厚
さで吐出することができる形状のダイ等が好適である。このようなスリットダイを用いる
ことで、シート厚みとクラッド厚みを薄く均一に制御しながら賦形することが可能となる
。
【００２２】
　図１は、本発明のシート状光伝送体の断面図である。コア部（１）の周囲を完全にクラ
ッド部（２）が覆う構造をしている。
【００２３】
　シート状光伝送体の構造は、シート幅をＬ（ｍｍ）、シート厚さをｄ（ｍｍ）としたと
き、Ｌ／ｄ＝５～４００００、ｄ＝０．０５ｍｍ～１．０ｍｍの範囲にあることが好まし
く、Ｌ／ｄ＝７～１００００、ｄ＝０．１ｍｍ～１．０ｍｍの範囲にあることがより好ま
しく、Ｌ／ｄ＝１０～１０００、ｄ＝０．２ｍｍ～０．８ｍｍの範囲にあることがさらに
好ましい。
【００２４】
　特にｄが０．０５ｍｍより小さければ、シート状光伝送体の強度不足のため好ましくな
く、ｄが１．０ｍｍより大きければシート状光伝送体は柔軟可撓性が不足する。またＬ／
ｄはｄにより決定するが、Ｌ／ｄが５より小さければ、シート状光伝送体は十分なシート
幅を持つ頃ができず、本発明の目的である広範囲を照射することができない。またＬ／ｄ
が４００００より大きければ、シート状光伝送体の成型安定性が低下する傾向にある。
【００２５】
　さらに、シート状光伝送体のクラッド部（２）の厚さをｂ（ｍｍ）とした時、図２に図
示するように、下記式（１０）
ｂ≦ｄ/２－０．０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０）
の関係があり、なおかつ
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０．０５≦ｄ≦１．０　及び　０．００２≦ｂ≦０．２５　　（１１）
の関係にあることが好ましく、
０．１≦ｄ≦０．９　及び　０．００５≦ｂ≦０．１　　　　（１２）
の関係にあることがより好ましく、
０．２≦ｄ≦０．８　及び　０．０１≦ｂ≦０．０５　　　　（１３）
の関係にあることがさらに好ましい。
【００２６】
　クラッド部（２）の厚さｂが、ｄ／２－０．０１より大きければ、コア部の厚みが薄く
なるため十分な光量を伝送することができない。またＬが０．０５より小さければシート
状光伝送体の押出成形の安定性が低下し、Ｌが１．０より大きければシート状光伝送に柔
軟可撓性を持たせることができない。また、ｂが０．００２より小さければクラッドから
光が漏れ出し易くなるおそれがあり、ｂが０．２５より大きければ、クラッドとしての機
能は充分果たすことから、製造コストアップになり好ましくない。
【００２７】
　本発明のシート状光伝送体においてコア部の左右両側端部の形状は、図３に図示するよ
うに、矩形形状（ａ）、略矩形形状（ｂ）、三角形状（ｃ）、凸型形状（ｄ）等の形状を
取ることが可能であるが、シート状光伝送体が長距離の光伝送性を有するためには、特に
凸型形状であって、略半円形状または略半楕円形状の一部から形成されていることが好ま
しい。コア部の両側端部の形状を略半円形状または略半楕円形状の一部とすることにより
、シート状光伝送体のコア部の端部から光が漏れ出すことを抑制することが可能となる。
【００２８】
　さらに、本発明のシート状光伝送体は、コア部の両側端部の形状が、略半円形状の一部
により近似することができる場合、その曲率半径Ｒが、図４に図示した如く、下記式（１
４）
ａ／２　≦　Ｒ　≦　ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４）
の関係にあることが好ましい。
【００２９】
　あるいは、シート状光伝送体のコア部の両側端部の形状が、略半楕円形状の一部により
近似することができる場合、図５に図示した如く、コア部の最端部点における曲率半径Ｒ
が、
ａ／８　≦　Ｒ　≦　４×ａ　　　　　　　　　　　　　　　　（１５）
の関係にあることが好ましい。
【００３０】
　本発明のシート状光伝送体では、その成形温度において、荷重５ｋｇｆ（４９Ｎ）の条
件で直径２ｍｍ、長さ８ｍｍのノズルから１０分間に吐出される重合体の量（ｇ/１０分
）をメルトフローレート（ＭＦＲ）とする時、シート状光伝送体のコア部の材料のＭＦＲ
をＭ1、クラッド部の材料のＭＦＲをＭ2とすると、下記式（１６）
Ｍ1＜Ｍ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１６）
の関係にあることが好ましい。なお、ここで成形温度とは、スリットダイの温度のことを
意味する。Ｍ1＜Ｍ2の関係を満たす場合には、上述したように、コア部の端部の形状を略
半円形状または略半楕円形状とすることが容易となる。Ｍ1≧Ｍ2である場合には、コア部
の端部の形状の制御が困難になることに加え、クラッド部を薄く均一な厚さで被覆された
シート状光伝送体を得ることが困難になるおそれがある。
【００３１】
　本発明のシート状光伝送体では、ナトリウムＤ線により２５℃で測定した、シート状光
伝送体のコア部の屈折率をｎ1、クラッドの層数をｍとして、コアから第１層目のクラッ
ドの屈折率をｎ２、第２層目のクラッドの屈折率をｎ３、第ｍ層目のクラッドの屈折率を
ｎｍ＋１、とする時、下記式（１７）、（１８）
ｎ1＞ｎ2＞ｎ3＞　・・・　＞ｎｍ＞ｎｍ＋１　　　　　　　　（１７）
（ｎ1

2－ｎｍ＋１
2）1/2≧０．４０　　 　　　　　　　　　　（１８）
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を満たすことが好ましい。
【００３２】
　シート状光伝送のシート側面からの漏光の原因としては、クラッドの割れ（強度不足）
等に起因するものと、クラッド自体の光学特性やＰＯＦの構造上の特性（開口数、コア－
クラッド間の構造不整、マクロベンデイング、マイクロベンデイング等）に起因するもの
がある。
【００３３】
　式（１７）を満たすことにより、すなわちコアから第１層目のクラッドの屈折率をｎ2

、第２層目のクラッドの屈折率をｎ３、第ｍ層目のクラッドの屈折率をｎｍ＋１とする時
、ｎ1＞ｎ2＞ｎ3＞　・・・　＞ｎｍ＞ｎｍ＋１の関係となるようにすることにより、シ
ート状光伝送を屈曲させた場合に、第１クラッドから漏れた光を第２クラッドで反射させ
ることができ、シート状光伝送を曲げたときの側面からの漏光を低減することができ、長
い距離での使用が可能となる。
【００３４】
　また、式（１８）については、（ｎ1

2－ｎｍ＋１
2）1/2 が０．４０未満であると、シ

ート状光伝送を屈曲させた時の曲げ損失光量を充分に低減することが困難になるおそれが
ある。（ｎ1

2－ｎｍ＋１
2）1/2を上記のような値に設定するためには、コア部の屈折率ｎ

1に従って、最外層のクラッドの屈折率ｎｍ＋１を適宜選べば良い。例えば、コア部がポ
リメタクリル酸メチル（ｎ1＝１．４９２）で、クラッド部が１層の場合、クラッドの屈
折率ｎ2は、１．４３７以下（（ｎ1

2－ｎｍ＋１
2）1/2が０．４）であることが好ましく

、１．４０６以下（同０．５）であることがより好ましく、１．３６６以下（同０．６）
であることがさらに好ましい。
【００３５】
　本発明のシート状光伝送体のコア部の材料には、公知の材料が使用可能であり、例えば
メタクリル酸メチルの単独重合体（ＰＭＭＡ）又は共重合体、ポリスチレン系樹脂、ポリ
カーボネート系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂から選ばれる有機（共）重合体を主成分
として構成することができる。
【００３６】
　なお、メタクリル酸メチルの共重合体を用いる場合、メタクリル酸メチル単位の含有量
は５０質量％以上とすることが好ましい。また、共重合可能な単量体としては、アクリル
酸メチル、アクリル酸エチル、ｎ－アクリル酸ブチル等のアクリル酸エステル類、メタク
リル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸シクロヘキシル等のメタクリル酸エ
ステル類、マレイミド類、アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、スチレン等を例
示できる。
【００３７】
　上記の中でも、透光性・耐久性に優れると共に安価なことから、ＰＭＭＡを主成分とし
て構成することが好ましい。
【００３８】
　第１クラッド層を形成する樹脂としては、ＰＯＦ用クラッド材として使用されている公
知の材料を、シート状光伝送体の使用環境や使用目的などに応じて、適宜選択すれば良い
が，中でも低屈折率で透明性、耐熱性に優れているフッ素化メタクリレート系重合体、フ
ッ化ビニリデン系重合体が好ましい。
【００３９】
　フッ素化メタクリレート系重合体としては、より具体的には下記一般式（Ｉ）
　　ＣＨ２＝ＣＸ－ＣＯＯ（ＣＨ２）ｍ（ＣＦ２）ｎＹ　　（Ｉ）
（式中、Ｘは水素原子またはメチル基、Ｙは水素原子またはフッ素原子を示し、ｍは１又
は２、ｎは１～１２の整数を示す。）
で表されるフルオロアルキル（メタ）アクリレートの単位（Ａ）１５～９０質量％と、他
の共重合可能な単量体の単位（Ｂ）１０～８５質量％からなる共重合体を挙げることがで
きる。
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【００４０】
　フルオロアルキル（メタ）アクリレートの単位（Ａ）としては、（メタ）アクリル酸－
２，２，２－トリフルオロエチル（３ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，３－テ
トラフルオロプロピル（４ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，３，３－ペンタフ
ルオロプロピル（５ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，４，４，４－ヘキサフル
オロブチル（６ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ－オクタフルオロペンチ
ル（８ＦＭ）、（メタ）アクリル酸―２－（パーフルオロブチル）エチル（９ＦＭ）、（
メタ）アクリル酸―２－（パーフルオロヘキシル）エチル（１３ＦＭ）、（メタ）アクリ
ル酸―１Ｈ，１Ｈ，９Ｈ－ヘキサデカフルオロノニル（１６ＦＭ）、（メタ）アクリル酸
―２－（パーフルオロオクチル）エチル（１７ＦＭ）、（メタ）アクリル酸―１Ｈ，１Ｈ
，１１Ｈ－（イコサフルオロウンデシル）（２０ＦＭ）、（メタ）アクリル酸―２－（パ
ーフルオロデシル）エチル（２１ＦＭ）等の、直鎖状フッ素化アルキル基を側鎖に有する
（メタ）アクリル酸フッ素化エステルを挙げることが可能である。
【００４１】
　上記の他の共重合可能な単量体の単位（Ｂ）としては特に限定されないが、透明性の向
上には（メタ）アクリル酸メチル単位を、機械特性の向上には（メタ）アクリル酸エチル
、（メタ）アクリル酸ブチル等の（メタ）アクリル酸アルキルエステルの単位を、耐熱性
の向上には（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸メチルシクロヘキシ
ル、（メタ）アクリル酸ボルニル、（メタ）アクリル酸イソボルニル、（メタ）アクリル
酸アダマンチル等の（メタ）アクリル酸シクロアルキルエステルの単位、（メタ）アクリ
ル酸フェニル、（メタ）アクリル酸ベンジル等の（メタ）アクリル酸芳香族エステルの単
位、（メタ）アクリル酸ヘキサフルオロネオペンチルの単位、Ｎ－メチルマレイミド、Ｎ
－エチルマレイミド、Ｎ－プロピルマレイミド、Ｎ－イソプロピルマレイミド、Ｎ－シク
ロヘキシルマレイミド、Ｎ－フェニルマレイミド等のＮ－置換マレイミドの単位、α－メ
チレン－γ－ブチロラクトン、α－メチレン－γ－メチル－γ－ブチロラクトン、α－メ
チレン－γ、γ－ジメチル－γ－ブチロラクトン、α－メチレン－γ－エチル－γ－ブチ
ロラクトン、α－メチレン－γ－シクロヘキシル－γ－ブチロラクトン等のγ－ブチロラ
クトン系化合物の単位を用いることができる。
【００４２】
　一方、フッ化ビニリデン系重合体は、低屈折率で透明性、耐熱性に優れるだけではなく
、さらに内側のクラッド層あるいはコアの保護層として、密着性を維持しながら、シート
状光伝送体に加わる振動や外圧等の応力を緩和してシート状光伝送体の耐屈曲性を高めた
り、耐溶剤性・耐薬品性を向上する機能を有する材料として特に好ましく、ＶｄＦ単位に
、テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）単位、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）単位、
パーフルオロ（フルオロ）アルキルビニルエーテル（ＦＶＥ）単位、ヘキサフルオロアセ
トン単位のうちの少なくとも１種を共重合して得られる共重合体等が挙げられるがこれに
限定されるものではない。ＶｄＦ単位との共重合成分としては、低コストであり、ＶｄＦ
単位を用いて形成される共重合体がクラッドとしての透明性と耐熱性に優れる点から、Ｔ
ＦＥ単位とＨＦＰ単位とＦＶＥ単位が特に好ましい。
【００４３】
　フッ化ビニリデン系重合体の具体例としては、
　ＶｄＦ単位６０～９０質量％とＴＦＥ単位１０～４０質量％からなる２元共重合体、Ｖ
ｄＦ単位１０～６０質量％と、ＴＦＥ単位２０～７０質量％と、ＨＦＰ単位５～３５質量
％とからなる３元共重合体、ＶｄＦ単位５～２５質量％と、ＴＦＥ単位５０～８０質量％
と、ＦＶＥ単位５～２５質量％からなる３元共重合体、ＶｄＦ単位１０～３０質量％と、
ＴＦＥ単位４０～８０質量％と、ＨＦＰ単位５～４０質量％と、ＦＶＥ単位０．１～１５
質量％とからなる４元共重合体、を挙げることができる。
【００４４】
　なお、上述した「ＦＶＥ単位」とは、一般式（IV）
ＣＦ２＝ＣＦ－（ＯＣＦ２ＣＦ（ＣＦ３））ａＯ－Ｒｆ２　　（IV）
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（式中、Ｒｆ２は炭素原子数が１～８個のアルキル基もしくはフルオロアルキル基又はア
ルコキシルアルキル基もしくはフルオロアルコキシルアルキル基を示し、ａは０～３の整
数である。）
で示されるものであり、より具体的には下記一般式（Ｖ）～（VIII）
　　ＣＦ２＝ＣＦＯ（ＣＦ２）ｎ－ＯＣＦ３　　　（Ｖ）
　　（式中、ｎは１～３の整数）
　　ＣＦ２＝ＣＦ（ＯＣＦ２ＣＦ（ＣＦ３））ｎＯ（ＣＦ２）ｍＣＦ３　　（VI）
　（式中、ｎは０～３の整数、ｍは０～３の整数）
　　ＣＦ２＝ＣＦＯ（ＣＨ２）ｎ（ＣＦ２）ｍＣＦ３　　　（VII）
　　（式中、ｎは１～３の整数、ｍは０～３の整数）
　　ＣＦ２＝ＣＦＯ（ＣＨ２）ｎＣＨ３　　　（VIII）
　　（式中、ｎは０～３の整数）
の何れかによって表わされる化合物の単位であることが好ましい。
【００４５】
　これらのなかでも、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＦ３、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＦ２ＣＦ３、ＣＦ２＝Ｃ
ＦＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ３、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＨ２ＣＦ３、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＨ２ＣＦ２Ｃ
Ｆ３、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＨ２ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ３、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＨ３、ＣＦ２＝ＣＦ
ＯＣＨ２ＣＨ３及びＣＦ２＝ＣＦＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３からなる群より選ばれた少なくと
も１種の化合物の単位であれば、原料の低コスト化を図ることができる点からもより好ま
しい。
【００４６】
　さらに、フッ化ビニリデン系重合体が、クラッド材としての十分な透明性と耐熱性を持
つためには、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）における結晶融解熱が１０～８０ｍＪ／ｍｇの
範囲にあること好ましく、２０～７０ｍＪ／ｍｇの範囲にあること好ましく、４０～６０
ｍＪ／ｍｇの範囲にあることがさらに好ましい。
【００４７】
　上記の結晶融解熱は、前記含フッ素オレフィン系樹脂の熱融解に起因して発生する熱量
であり、この熱量が大きいほど含フッ素オレフィン系樹脂の結晶性が増大して、透明性は
低下する。逆に、この熱量が小さいほど結晶性が減少して、透明性は向上する。より具体
的には、この熱量が８０ｍＪ／ｍｇより大きい場合にはクラッド材が白濁する傾向にあり
、このような樹脂をクラッド層に用いた場合、シート状光伝送体の光伝送性能は低下して
、さらに長期間高温環境下に曝された場合にはシート状光伝送体の光伝送性能が著しく増
大する傾向にある。より十分に伝送損失の増加を抑える点から、結晶融解熱が８０ｍＪ／
ｍｇ以下である樹脂を用いることが好ましく、６５ｍＪ／ｍｇ以下であればさらに好まし
い。一方、この熱量が１０ｍＪ／ｍｇより小さい場合にはクラッド材の耐熱性が低下する
傾向があり、長期間高温環境下に曝された場合にはシート状光伝送体の光伝送性能が著し
く増大する傾向にある。
【００４８】
　本発明のシート状光伝送体は、耐屈曲性および耐湿熱性、耐湿熱性、及び耐薬品性、耐
切傷性を向上させるためにクラッドの外側に、さらに保護層を被覆することができる。こ
の保護層としては、ショアＤ硬度（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０）が５０以上の材料が好ましい
。
【００４９】
　このような保護層の材料として、具体的には、メタクリル酸メチルの単独重合体（ＰＭ
ＭＡ）又は共重合体、ポリスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂等を挙げることがで
きる。あるいは又、ＶｄＦ単位とＴＦＥ単位の少なくとも一方を含み、その含有量が６０
質量％以上である共重合体を挙げることができ、例えば、ＶｄＦ／ＴＦＥ共重合体、Ｖｄ
Ｆ／ＨＦＡ共重合体、ＶｄＦ／ＨＦＰ共重合体、ＶｄＦ／ＴＦＥ／ＨＦＰ共重合体、Ｖｄ
Ｆ／ＴＦＥ／ＨＦＡ共重合、ＴＦＥ／ＨＦＰ共重合体、エチレン／ＴＦＥ／ＨＦＰの共重
合体等が挙げられるが、これに限定されるものではない。
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【００５０】
　保護層の形成方法については特に制限はなく、可溶溶剤があればディップコーティング
法を用いても良い。あるいは、保護層の材料と、コア材、クラッド材とを同じ温度で成形
することが可能なら、スリットダイから共押出成形しても良い。あるいは、また一旦、コ
ア－クラッド構造のシート状光伝送体を予め形成した後に、クロスヘッドダイを用いた被
覆装置を用いて、前記シート状光伝送体の外周に保護層を被覆しても良い。
【００５１】
　また、本発明のシート状光伝送体に、適度な柔軟可撓性、機械的強度を持たせたり、シ
ート状光伝送体が高温環境下で放置された時に寸法変形を抑制するためには、シート状光
伝送体を１５０℃の恒温槽に２０分放置した時に、熱処理前の糸直径をｄ１、熱処理後の
糸直径をｄ２とした場合に、下記式（１９）、
　Ｄ＝（ｄ２／ｄ１）２　　　　　　　　　　　　　　　（１９）
から算出される延伸率Ｄが、１．０～３．０であることが好ましく、１．４～２．５以下
であることがより好ましい。延伸率が１．０より小さければシート状光伝送体の機械的強
度が不十分であるため、シート状光伝送体をボビンに巻いた状態で保存したり、シート状
光伝送体が屈曲された時に破断しやすくなるおそれがある。延伸率が３．０より大きけれ
ば、シート状光伝送体が１００℃付近で使用されるときに、シート状光伝送体が熱収縮し
て光伝送性能が悪化するおそれがあるためである。
【００５２】
　また、本発明のシート状光伝送体は、シート状光伝送体の左右両側端部に、クラッド層
から形成される厚み０．５ｍｍ以上の側縁部分を有することが好ましい。ここで、クラッ
ド層から形成される側縁部分の幅とは、図１におけるｃを意味する。通常、スリットダイ
を用いたシートの押出成形では、スリットの両端部付近の圧力損失が大きいため、シート
の厚さが薄くなるほど，シート端部の形状に懸縮が発生したり、シートの幅や厚みが変動
するなど、成形安定性が低下する傾向がある。しかし、本発明者らの検討によれば、シー
ト状光伝送体の左右両側端部に、クラッド層から形成される側縁部分を幅０．５ｍｍ以上
設けることにより、シートの厚さが薄い場合でも、安定に成形することが可能となる。
【００５３】
　 一方で、本発明のシート状光伝送体では、光を入射した際に左右両側端部の側縁部の
輝度がシート中央部の輝度より高く目立ってしまう現象が起きる場合があり、そのような
現象が起きると、照明体として用いることに支障が生じるおそれがある。この問題を解決
するには、次の２通りの方法がある。
【００５４】
　 第一の方法は、上述した方法に従ってシート状光伝送体を押出成形により得た後に、
上記の０．５ｍｍ以上の幅を有する側縁部分の幅（ｃ）を適当な方法で削除して、０．０
０２≦ｃ＜０．５の範囲とする方法である。この側縁部分の幅（ｃ）が０．５ｍｍより大
きい場合には、側縁部の輝度を低減する効果が不十分であり、０．００２ｍｍより小さい
場合には、当該部分より光が集中的に漏れ出すおそれがある。この側縁部分の幅（ｃ）の
より好ましい範囲は０．０１≦ｃ＜０．２であり、さらに好ましくは０．０２≦ｃ＜０．
１の範囲である。
【００５５】
　第二の方法は、上記の側縁部分の外周に、遮光効果を有する被覆樹脂層またはコーティ
ング層（以下、これらを「遮光被覆層」と称する）を設ける方法である。具体的には、側
縁部分外周に黒色塗料を塗布してコーティングしたり、カーボンブラック等で黒く着色し
た熱可塑性樹脂または紫外線硬化樹脂等を被覆する方法を挙げる事ができるが、これらの
方法に特に限定されるものではない。この遮光被覆層の厚みに関しては特に制限はなく、
少なくとも遮光効果を有し、かつシート状の光伝送体としての使用を妨げない程度の厚み
となるように、適宜設定すれば良い。
【００５６】
　以下、本発明のシート状光伝送体を有する照光装置について詳細に説明する。
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【００５７】
　本発明のシート状光伝送体を有する照光装置は、樹脂材料の芯材と、シート状光伝送体
と、該シート状光伝送体の少なくとも一端に光学的に接続した光源装置とから概略構成さ
れ、光源装置から入射させた光を、シート状光伝送体の端部又は側面から漏光することに
より照光するようにしている。
【００５８】
　例えば、シート状光伝送体の片端面に光源装置を光学的に接続して、この光源装置が接
続されている側とは反対側の片端面から漏光させる端面漏光型の照光装置とすることがで
きる。
【００５９】
　あるいは又、シート状光伝送体の少なくとも一端面に光源装置を光学的に接続し、この
シート状光伝送体の側面部から漏光させる側面漏光型の照光装置とすることもできる。
【００６０】
　上記の側面漏光型の照光装置として用いる場合には、シート状光伝送体の所望する側面
部分から外部に漏光させるために、シート状光伝送体の左右両側面部分の表面の一部を粗
面化処理する、あるいは側面部分を形成しているクラッド部の除去を行うといった処理が
必要となる。
【００６１】
　具体的には、シート状光伝送体の側面の一部を融解させて表面熱処理する方法や、化学
薬品や電気化学的な処理によりシート状光伝送体の表面を溶解するケミカルブラスト法、
小さな粒状の研磨材あるいは類似のものをシート状光伝送体の表面に激しく打ちつけて加
工するショットブラスト法を用いることができる。
【００６２】
　表面熱処理の方式については、従来の加熱溶融方式、例えば、シート状光伝送体の漏光
を所望する側面部分のみを加熱炉で加熱したり、ホットプレートを押し当てて溶融したり
する方式を挙げることができる。なお、この場合には、熱処理中にシート状光伝送体中に
気泡が生成しやすくなるため、真空条件で熱処理を行う必要がある。
【００６３】
　その他の表面熱加工の方式としては、レーザーカット加工、超音波カッター加工、ホッ
トカッター加工などの発熱カット方式を挙げることができる。これらの加工方式、例えば
レーザーカットの場合では、シート状光伝送体の材質及びシートの厚みによって、レーザ
ーのフォーカスや出力を調整すれば、クラッド部を簡単に且つ寸法精密カットできるとい
う長所がある。
【００６４】
　ショットブラストの方式については、ガラス、アルミナ、スチール、珪砂、マグネタイ
ト、金剛砂等の微粉末を研磨材（ブラスト材）を、コンプレッサーに繋がった小さなノズ
ルから高圧水や圧縮空気等と一緒に、掘削面に吹き付けて表面を研磨するサンドブラスト
法が代表的である。表面熱処理法やケミカルブラスト法と比較して、ショットブラスト（
特にサンドブラスト）は、有機重合体から構成されているシート状光伝送体を損傷せずに
、粗面化処理を行うことが可能なことから、本発明におけるシート状光伝送体の加工方法
として特に好ましい。
【００６５】
　本発明のシート状光伝送体を有する照光装置に用いられる光源装置は、シート状光伝送
体の少なくとも一端の端面に光学的に接続されて使用される。また、光源装置をシート状
光伝送体の両端に接続して使用する形態でもよい。
【００６６】
　光源装置は、好ましくは光源の出射端から距離Ｌ1 だけ離れた地点にある平面を平面Ｈ
、平面Ｈ上の照射スポットの中心地点を点Ｐ1 、平面Ｈ上の照射スポットの中心点Ｐ1 か
らの距離がＬ2 であり、輝度が点Ｐ1 における輝度の５０％である地点を点Ｐ2とすると
、下記式（２０）
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　　ＮＡ＝ｓｉｎ｛ｔａｎ-1（Ｌ1 ／Ｌ2 ）｝　　　　　（２０）
で定義される光源の開口角ＮＡが、０．１５以上を満たす光源を用いることが望ましい。
【００６７】
　ＮＡ＜０．１５であれば、光源装置に接続されたシート状光伝送体の全面に均一に充分
な量の光を供給することできず、シート状光伝送体と光源の接続部分に特別な部品を設置
したり、後加工を施す必要があり、そのために照明装置を小型化することが困難となった
り、後加工によるコストアップを招いたりするという問題がある。しかも、極端な場合に
はシート状光伝送体の中を入射光が１本の筋のように伝播してしまい照明体としての機能
を果たさない可能性があり、照光装置システムの光源として好ましくない。
【００６８】
　光源装置は、具体的には、特に高い輝度をもつメタルハライドランプ、キセノンランプ
、高圧水銀ランプ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レーザー（ＬＤ）が用いられる。
なお、反射鏡及びレンズの装着、ランプ形状、消費電力など用途目的に応じて適宜変更す
ることができる。光源が指向性の高い半導体レーザー（ＬＤ）の場合には、シート状光伝
送体とＬＤの間に、上記の開口角ＮＡが０．１５以上となるようなレンズを設置すれば良
い。
【００６９】
　上記の光源の中でも、特に発光ダイオード（ＬＥＤ）は、長時間点灯した場合でも同光
源周辺の温度上昇を小さく抑えられるため、シート状光伝送体の入射端部の熱劣化や溶融
を防止することができるため、本発明の照明装置の光源として特に好ましいといえる。
【００７０】
　光源としてＬＥＤを用いる場合には、シート状光伝送体の少なくとも一端において、図
６（ａ）に図示したように、端部の中央部分に１個のＬＥＤを設置しても良いが、シート
状光伝送体の漏光斑を低減し、尚且つシート状光伝送体の漏光量をアップするために、図
６（ｂ）に図示したように端面の側端部に２個のＬＥＤを設置して、ＬＥＤの入射光をシ
ート型光伝送体に導き入れる方法を用いても良い。
【００７１】
　以上のようにして得られた本発明のシート状光伝送体は柔軟可撓性を有し、同シート状
光伝送体を備えた照光装置は、照射光量と均一漏光性に優れ、小型で軽量に装置を設計す
ることが可能であることから、シートや紙のピンホール検出用途のようなセンサー用途、
パソコンのディスプレイやキーボード、携帯電話の画面、液晶パネル、タッチ式コントロ
ールパネルのバックライト用途に好適である。
【実施例】
【００７２】
　以下、実施例により本発明を説明する。なお、本発明の実施例における評価方法につい
ては、下記の方法により実施した。
【００７３】
（結晶融解熱（ΔＨ））
　測定には示差走査熱量計（ＤＳＣ）（セイコーインスツルメンツ社製、ＤＳＣ－２２０
）を使用した。サンプルを、昇温速度１０℃／分で２００℃まで昇温し、その状態で５分
間保持して溶融させた後、降温速度１０℃／分で０℃まで降温させた。この操作を再度繰
り返して行い、この時の結晶融解熱を求めた。
【００７４】
（屈折率）
　溶融プレスにより厚さ２００μｍのフィルム状の試験片を形成し、アッベの屈折計を用
い、２５℃におけるナトリウムＤ線の屈折率（ｎＤ２５）を測定した。
【００７５】
（メルトフローレート）
　メルトフローレート（ＭＦＩ）は、日本工業規格ＪＩＳ　Ｋ７２１０に準じて測定した
。２１０℃、荷重５ｋｇｆ（４９Ｎ）の条件下で直径２ｍｍ、長さ８ｍｍのノズルから１
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０分間に吐出される重合体量（ｇ／１０分）を測定した。
【００７６】
　（延伸率）
　シート状光伝送体を１５０℃の恒温槽に２０分放置した時に、熱処理前の糸直径をｄ１
、熱処理後の糸直径をｄ２とした場合に、(延伸率)＝（ｄ２／ｄ１）２から算出した。
【００７７】
　（実施例１)
　図７に示す装置構成において、シート状物を製造した。ノズルは、コア材とクラッド材
を合流して２層構造を形成するノズルの下流にスリット状吐出口の幅４０ｍｍ、厚さ０．
５ｍｍの拡幅部を有するノズルを用いた。冷却ロールにはポリッシングロールを使用し、
ロール間隙は吐出口厚さより僅かに薄い０．４ｍｍとした。
【００７８】
　シート状物を構成する芯材には、ＰＭＭＡ（三菱レイヨン（株）製、アクリペット、Ｍ
ＦＲ＝２．４、屈折率１．４９２）を、鞘材にはＶＰ－５０（ダイキン工業（株）製、Ｖ
ｄＦ／ＴＦＥ＝８０／２０ｍｏｌ％、 ＭＦＲ＝１５．２、屈折率１．４０２、結晶融解
熱５９ｍＪ／ｍｇ）を用いた。尚、押出し機の運転条件は各々の樹脂の標準条件とした。
ノズル温度は２３０℃として、シート状物を製造した。得られたシートは、幅４０ｍｍ、
厚さ０．４ｍｍで、断面を観察したところ、コア材の周りをクラッド材が均一に覆う２層
構造であり、コア部の側端部の形状は略半楕円形状であった。また、クラッド材の厚みは
４５μｍであり、断面のどの部分でも厚みは均一であった。また、シート状物の左右両側
端部には幅３ｍｍの側縁部分が形成されていた。このシート状物の延伸率を測定すると１
．１であった。得られたシート状物（シート長１ｍ）の端面を充分研磨した後、一端面か
らＬＥＤ光源の光（開口角ＮＡ＝０．１７）を入射すると、他端面より均一に出射する端
面漏光型のシート状光伝送体であった。
【００７９】
　（実施例２）
　クラッド材にＶＰ－２０００（ダイキン工業（株）製、ＶＤＦ/ＴＦＥ/ＨＦＰ＝４８．
０/４２．７/９．３ (ｗｔ％)、ＭＦＲ＝４５、屈折率１．３７４、結晶融解熱１６ｍＪ
／ｍｇ）を用いた以外は、実施例１と同じ条件でシート状物を製造した。得られたシート
は、幅３０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍで、断面を観察したところ、コア材の周りをクラッド材
が均一に覆う２層構造であり、コア部の側端部の形状は略半楕円形状であった。また、ク
ラッド材の厚みは３２μｍであり、断面のどの部分でも厚みは均一であった。また、シー
ト状物の左右両側端部には幅２ｍｍの側縁部分が形成されていた。このシート状物の延伸
率を測定すると１．３であった。
【００８０】
　得られたシート状物（シート長１ｍ）の端面を充分研磨した後、一端面からＬＥＤ光源
の光を入射すると、他端面より均一に出射する端面漏光型のシート状光伝送体であった。
【００８１】
　(実施例３)
　クラッド材にＬＪ－２０２０４２（住友３Ｍ（株）製、ＶＤＦ/ＴＦＥ/ＨＦＰ/ＦＶＥ
の共重合体、ＭＦＲ＝２１、屈折率１．３５０、結晶融解熱１６ｍＪ／ｍｇ）を用いた以
外は、実施例１と同じ条件でシート状物を製造した。得られたシートは、幅２０ｍｍ、厚
さ０．３５ｍｍで、断面を観察したところ、コア材の周りをクラッド材が均一に覆う２層
構造であり、コア部の端部の形状は略半楕円形状であった。また、クラッド材の厚みは２
０μｍであり、断面のどの部分でも厚みは均一であった。また、シート状物の左右両側端
部には幅１ｍｍの側縁部分が形成されていた。このシート状物の延伸率を測定すると２．
０であった。
【００８２】
　このようにして得られたシート状物（シート長１ｍ）の端面を充分研磨した後、一端面
からＬＥＤ光源の光を入射すると、他端面より均一に出射する端面漏光型のシート状光伝
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送体であった。
【００８３】
(実施例４)
　実施例１で製造したシート状光伝送体（シート長１ｍ）のシート中央部分の、長さ４０
ｍｍ程の範囲に、サンドブラスト法を用いて粗面化処理を行い、コア部を露出させた。こ
のシート状光伝送体の両端の端面の中心部分にそれぞれ１個（計２個）のＬＥＤ光源を設
置して光を入射すると、粗面化処理を施した部分から集中的に外部に光が漏光する側面漏
光型のシート状光伝送体であった。
【００８４】
(実施例５)
　実施例４で製造したシート状光伝送体（シート長１ｍ）に、実施例４と同じ条件でサン
ドブラスト法を用いて粗面化処理を行い、コア部を露出させた。このシート状光伝送体の
両端部の両角部分に１個ずつ（片端に２個、計４個）のＬＥＤ光源を設置して光を入射す
ると、粗面化処理を施した部分から集中的に外部に光が出射する側面漏光型のシート状光
伝送体であり、しかも、漏光量は実施例４よりも大きかった。
【００８５】
（実施例６）
　実施例４で製造したシート状光伝送体（シート長１ｍ）において、左右両側端部の幅３
ｍｍの側縁部分を完全に被覆するように、黒色の塗料を塗布することにより遮光被覆層を
設けた。このシート状光伝送体に実施４と同様の方法でＬＥＤ光源の光を入射した。遮光
被覆層を設ける前には、シート状光伝送体の側縁部分からの漏光量は、粗面化処理を施し
た部分からの漏光量に対して無視することができないレベルであったが、遮光被覆層を設
けることにより、粗面化処理を施した部分からの漏光だけを取り出す事が可能となった。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明のシート状光伝送体は柔軟可撓性を有することから、及び及び該シート状光伝送
体を備えた照光装置は、小型軽量性や、照射光量と均一漏光性に優れ、さらに安価に製造
することが可能であることから、その用途は、シートや紙のピンホール検出用途のような
センサー用途、パソコンのディスプレイやキーボード、携帯電話の画面、液晶パネル、タ
ッチ式コントロールパネルのバックライト用途など多岐に渡り、産業上その利用範囲は極
めて広い。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】シート状光伝送体の断面図を示した模式図である。
【図２】シート状光伝送体のシート厚みとクラッド厚みの範囲を示した模式図である。
【図３】シート状光伝送体のコア部端部の形状を示した模式図である。
【図４】シート状光伝送体のシート状光伝送体のコア部の側端部の形状が、略半円形状の
一部により近似したことを示した模式図である。
【図５】シート状光伝送体のコア部の側端部の形状が、略半楕円形状の一部により近似し
たこと示した模式図である。
【図６】シート状光伝送体の片端部において、１個のＬＥＤを用いて用いる場合（ａ）、
及び２個のＬＥＤを用いる場合（ｂ）の、ＬＥＤの配置を示す模式図である。
【図７】本実施形態の製造工程の一例を示す模式図である（実施例１～４）。
【符号の説明】
【００８８】
１・・・コア部
２・・・クラッド部
ａ・・・コア部の厚さ
ｂ・・・クラッド部の厚さ
Ｌ・・・シートの幅
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ｄ・・・シートの厚さ
Ｒ・・・曲率半径

【図１】

【図２】

【図３】
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